
１．現状

　　　（１）職種ごとの平均年齢・職員数・平均給与等の状況
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　（２）民間の類似業種
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（注）１　「平均給料月額」とは、平成１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

　　　　いて明らかにされているものです。　

　　　※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成16～18年の

　３ヶ年平均）

　　　※　技能労務の職種と民間の類似職種等については、公務員は正規職員のみを対象としているのに対し、

　　　　民間は短期雇用のアルバイト等の非正規職員や派遣職員等も含んでおり、経験年数、平均年齢、

　　　　業務内容、雇用形態等が一致していないため、単純に比較することはできません。
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技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針
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　（３）年齢別職員数の状況

　（４）給料表

給料表は、一般行政職の職員と同じ給料表（行政職給料表）を使用しています。

行政職給料表は８級制ですが、５級までを適用しています。

　（５）技能労務職員に支給されている手当

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末・勤勉手当

　（６）昇給基準

毎年１月１日に、勤務成績に応じて４号給（57歳以上の職員は２号給）を標準として昇給しています。

（平成23年4月1日現在）
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２．基本的な考え方

君津市の技能労務職員については、基本的には、退職者不補充とすることで、これまで職員数の削減を図って

　きました。また、給与制度については、給与水準の引下げ、昇給カーブのフラット化や枠外昇給制度の廃止等、給与

　構造改革の趣旨に沿った見直しを行ってきました。

　 今後も、適正な人員配置に努めるとともに、国・県及び近隣市等の動向を注視して適宜改正等の検討を行いながら、

　適正化への取組みを進めていきます。

３．具体的な取組内容

退職者不補充を基本とすることで、これまで下のグラフに示すとおり職員数を削減してきました。

今後も、既存事業の見直し、臨時・非常勤職員、再任用職員の活用等を行うとともに、適正な人員配置に努めて参ります。

（各年度4月1日現在の技能労務職員数）
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